
地域の福祉活動や高齢者の見守り活動など町をよくするための活
動の一環として市内の福祉団体等を対象に共同募金の事業助成を
おこなっています。Creative Adventureでは、この助成を活用
して「こどもだってプログラミング！」を合言葉に身の回りのコン
ピューターの仕組みなど親子で学ぶ機会を提供されました。

地域の活動を
共同募金で支える
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介護保険制度は、市が保険者となって運営してい
ます。40歳以上の方が加入者となって保険料を納
め、介護が必要になったときには、費用の一部を
支払ってサービスを利用できるしくみです。また、
介護が必要な人が、自分らしく自立した生活がで
きるように介護保険の制度にのっとり、適切なサ
ポートを行います。

介護保険

介護保険を利用するまでの流れ

向日市社協ホームヘルプセンター

　ホームヘルパーの仕事は、大きく分けて「身
体介護」と「生活援助」の2種類あります。
　ここでは、ホームヘルパーの仕事内容を紹介
させていただきます。
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　私たちは、日々のコミュニケーションを大切に
し、利用者さんに笑顔になっていただけるよう、日
常生活のお手伝いをさせていただいております。

※上記サービスの他にも、施設に入所するサービスや住宅改修の費用を支給するサービスなどもあります。

イロハ 第二号被保険者
特定疾病により介護が必要
で認定を受けたときのみサー
ビス利用できます。

40～
64歳

第一号被保険者
原因を問わず認定を受けて
サービス利用できます。

65歳
以上

利用者本人または
家族の他、成年後見
人、地域包括支援セ
ンターなどに代行し
てもらうこともでき
ます。

窓口にて申請 訪問調査員が利用者本人の心身の状
態などをチェックし、向日市が認定
します。

利用者本人の主治医から介護を必要
とする原因疾患などについての記載
を受けます。

要介護1～5、要支援
1・2、非該当の区分
が記載された「認定
結果通知書」と「介
護保険被保険者証」
が届きます。

居宅介護支援事業者
や地域包括支援セン
ターなどに作成の依
頼をします。

サービス事業者が在
宅サービスや施設
サービス、地域密着
型サービスを提供し
ます。

認定調査

主治医意見書

結果通知 ケアプラン作成 サービス利用

　身体介護以外で、本人や家族が
出来ない場合に限り、ヘルパーが
買物・洗たく・そうじ・調理等のお
手伝いを行うサービスで、主に家
事の代行というイメージです。
　他にも、ベッドメイキング・薬
の受取代行などがあります。

※ 事務所でタイムカード処理、ヘルパー仲間
と情報交換など

　身体介護は、本人の身体に触れ
るサービスがほとんどで、日常生
活を送る能力や意欲の向上のた
めに利用者さんと共に行うサー
ビスです。
　他にも、身体の清拭・ベッド等
で身体の向きを変える・車いすで
の移動・通院や外出・起床や就寝
介助・薬を飲むための介助など、
自立した生活を送るための支援
があります。

身体介護

閉じこもって
いる

親が心配

運動がしたい

ある日の
スケジュール

生活援助

けがや
病気で

日常生活が
送れない

ホームヘルパーのお仕事

施設を利用してサービスを
受けたい

短期入所
生活介護

自宅でお医者さんや看護師さん
にアドバイスをもらいたい

訪問看護

自宅での生活の手助けをして
もらいたい

訪問介護

自宅でリハビリを受けたい

訪問リハビリ

施設に行って支援やリハビリを
受けたい

通所介護

福祉用具を利用して自分で
できることをふやしたい

福祉用具貸与

の

困ったときの状況 こういったことに使える

毎日の生活で不安なことや困っ
ていること、健康、介護、福祉医
療に関することなど、お気軽にご
相談ください。

中地域包括支援センター

（向日市社会福祉協議会
☎921-1550 ）

１か月程度かかります
ホームヘルパーのお仕事についてより詳しく知り
たい方は、コチラまでご連絡ください。
ホームヘルプセンター ☎932-1968


